
「福井県越前三国オートキャンプ場」の指定管理者候補者の選定について 

 

 福井県越前三国オートキャンプ場の指定管理者の申請の募集について、福井県越前三国オートキャン

プ場指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を次のとおり選定いたしました。 

 

 

 １ 団体名   坂井市シルバー人材センター・休暇村協会グループ 

 

 ２ 所在地   福井県坂井市春江町随応寺第１７号１０番地 

 

 ３ 指定期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

 

 ４ 選定理由 

    福井県越前三国オートキャンプ場指定管理者選定委員会の審査において、福井県越前三国オー

トキャンプ場の設置および管理に関する条例で定める指定の基準に適合しているものと評価され

ました。 

    特に、隣接する休暇村越前三国と一体的な管理運営を行うとともに、利用者の要望を踏まえた休

暇村ホテルの大浴場やレストランの利用など常にニーズを捉えたサービス提供に努めていること

など、福井県越前三国オートキャンプ場の設置目的に沿って施設を運営する指定管理者にふさわ

しいと認められることから、当該団体を指定管理者候補者に選定します。 

 

 ５ 申請団体数 

    １団体 

     福井県坂井市春江町随応寺第１７号１０番地 

     坂井市シルバー人材センター・休暇村協会グループ 

      代表団体 公益社団法人坂井市シルバー人材センター 理事長 五十嵐 秀雄 

 

 ６ 選定委員会での審査結果 

  ① 選定委員会委員 

    玉井 茂博  国立若狭湾青少年自然の家所長 

    山埜 浩嗣  福井県経営者協会専務理事 

    寺澤 早苗  （一社）ガールスカウト福井県連盟副連盟長 

    川合 久利子 KAWAI NOUEN＋CAFÉ オーナー 

    田島 正強  福井県エネルギー環境部自然環境課長 
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  ② 審査結果 

審査基準 

配点 

申請団体名 

 
シルバー・休暇村

グループ 

１ 県民の平等な利用が確保されていること 適／不適 適 

２ 施設の効用を最大限に発揮するものであること 

 ・設置目的と事業内容との整合性 

 ・利用者のサービス向上のための取組内容 

 ・利用者増、利用促進のための取組内容 

 ・利用料金の設定水準、料金に関する提案内容 

 ・利用者の意見の反映、業務改善への取組内容 

 ・新たな企画提案の有無、内容 

２００ １４４ 

３ 管理経費の縮減 

 ・管理の経費の縮減が図られるものであること 

 

 ※管理運営にかかる県の支出経費 

 

１５０ 

 

上限額 

０千円 

 

１５０ 

 

申請額 

０千円 

４ 管理を安定して行う能力を有するものであること 

 ・人的能力（管理運営組織、人員配置等）の内容 

 ・物的能力（収支計画、資金調達、物品等の保有または調

達計画、保険加入状況等）の内容 

 ・申請者の実績（同種の施設の管理運営実績） 

 ・申請者の安定性、信頼性（財務状況、資産、提携団体） 

 ・業務全般に対する取組姿勢 

１５０ １２４ 

総合得点（満点５００） ５００ ４１８ 

     ※点数は選定委員の採点の合計点です 

 

  ③ 講評 

    ○審査基準１については、県民はじめ利用者の平等利用が図られており、現在の指定管理者とし

ても適正に運営されている。 

    ○審査基準２については、休暇村本体を活かした入浴等の提供による利用者のニーズや動向を

捉えたサービス提供に努めていることが評価できる。 

    ○審査基準３については、人件費等が高騰している中、収入の範囲内で施設運営を行っていく点

が評価できる。 

    ○審査基準４については、全国の休暇村キャンプ場の管理やこれまでの実績を活かした安定し

た運営を行っていけると評価できる。 

    ○以上の各評価を踏まえ、「坂井市シルバー人材センター・休暇村協会グループ」は、福井県越

前三国オートキャンプ場の指定管理者としての能力を十分有しているものと評価された。 

 

 ７ 今後、県議会に指定管理者指定の議案を提案します。 

   県議会の議決を得た後、正式に指定管理者に指定されます。 


























